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○犬山市火の見やぐら等安全対策事業費補助金交付要綱  

平成 30年 12月 25日要綱第 108号  

改正  

令和３年３月 30日要綱第 50号  

令和４年３月４日要綱第 17号  

令和５年３月 15日要綱第 24号  

令和５年６月 21日要綱第 80号  

犬山市火の見やぐら等安全対策事業費補助金交付要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、市民の生命、身体及び財産を地震等による災害

から保護するため、老朽化した火の見やぐら等の撤去を実施する者

に対して交付する犬山市火の見やぐら等安全対策事業費補助金（以

下「補助金」という。）に関し、犬山市補助金等交付規則（昭和 56

年規則第 10号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

(１ ) 町内会等  一定の区域に住所を有する者で構成された町内会、

自治会、自警団等の団体をいう。  

(２ ) 火の見やぐら等  火の見やぐら、サイレン装置（支柱を含む。）

及び消防ホース干し設備のうち、鉄骨で組み上げられたもの又は

電信柱に鐘をつけたもので、望楼、サイレン等が設置されている

ものをいう。  

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付対象となる者は、次のいずれにも該当する者と

する。  

(１ ) 火の見やぐら等の撤去工事を行う町内会等  

(２ ) 第５条の申請の日の属する年度の２月末日までに第９条第１

項の報告書を提出できる者  
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（補助金の額）  

第４条  補助金の額は、火の見やぐら等の撤去工事に要した経費の額

に２分の１を乗じて得た額（その額に 1,000円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てた額）とし、 500,000円を上限とする。  

（交付申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、撤去工事に着手する前に犬山市火の見やぐら等安全対策事業費

補助金交付申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。  

(１ ) 撤去する火の見やぐら等の位置図  

(２ ) 撤去工事の内容を明らかにする写真  

(３ )  撤去 工 事に係 る 費 用の 見 積書（ 業 者 の記 名 がある も の に限

る。）  

(４ ) その他市長が必要と認める書類  

（交付決定通知）  

第６条  市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは、犬山市火の見やぐら等安全対策事業費補助金交

付決定通知書（様式第２）により申請者に通知するものとする。  

（計画変更）  

第７条  前条の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

次に掲げる事項を変更しようとするときは、犬山市火の見やぐら等

安全対策事業費補助金変更承認申請書（様式第３）を市長に提出し

なければならない。  

(１ ) 撤去工事に係る施工箇所又は施工方法  

(２ ) 撤去工事に係る事業費の額  

２  市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、犬山市火の見やぐら等安全対策事業費補助金変更承

認通知書（様式第４）により交付決定者に通知するものとする。  

（事業の廃止又は中止）  

第８条  交付決定者は、撤去工事を廃止し、又は中止しようとすると
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きは、犬山市火の見やぐら等安全対策事業廃止（中止）届（様式第

５）を市長に提出しなければならない。  

（実績報告）  

第９条  交付決定者は、撤去工事が完了したときは、犬山市火の見や

ぐら等安全対策事業完了実績報告書（様式第６）に次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。  

(１ ) 撤去工事に係る費用の領収書等の支出を明らかにするものの

写し  

(２ ) 撤去工事の着手前及び完了後の写真  

(３ ) その他市長が必要と認める書類  

２  前項の報告書は、撤去工事の完了の日から起算して 30日を経過し

た日又は当該完了の日の属する年度の２月末日のいずれか早い日ま

でに提出しなければならない。  

（補助金の額の確定）  

第 10条  市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、犬山市火の見

やぐら等安全対策事業費補助金の額の確定通知書（様式第７）によ

り、交付決定者に通知するものとする。  

（補助金の請求及び交付）  

第 11条  交付決定者は、前条の通知を受けた日から起算して 30日以内

に犬山市火の見やぐら等安全対策事業費補助金請求書（様式第８）

を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の請求に基づき、交付決定者に補助金を交付するも

のとする。  

（交付決定の取消し及び補助金の返還）  

第 12条  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付し

た補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命じるこ

とができる。  

(１ ) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 
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(２ ) 第６条の決定の内容及びこれに付した条件又はこの要綱の規

定に違反したとき。  

(３ ) 前条第１項に定める期日までに、同項の請求書が提出されな

かったとき。  

(４ ) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。  

（委任）  

第 13条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。  

附  則  

（施行期日等）  

１  この要綱は、平成 30年 12月 25日から施行する。  

２  この要綱は、平成 30年５月１日以降に着手する撤去工事について

適用する。  

（特例措置）  

３  平成 30年５月１日から同年 12月 25日までの間に着手する撤去工事

に係る第５条及び第９条第２項の規定の適用については、第５条中

「という。）は、撤去工事に着手する前に」とあるのは「という。）

は、」と、第９条第２項中「撤去工事の完了の日」とあるのは「第

６条の決定の日」とする。  

（この要綱の失効）  

４  この要綱は、令和 11年３月 31日限りその効力を失う。  

附  則（令和３年３月 30日要綱第 50号）  

１  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で

現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして使用

することができる。  

附  則（令和４年３月４日要綱第 17号）  

１  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、

現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして使用
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することができる。  

附  則（令和５年３月 15日要綱第 24号）  

１  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、

現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして使用

することができる。  

附  則（令和５年６月 21日要綱第 80号）  

この要綱は、令和５年６月 21日から施行する。  
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様式第１（第５条関係）  
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様式第２（第６条関係）  
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様式第３（第７条関係）  
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様式第４（第７条関係）  
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様式第５（第８条関係）  
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様式第６（第９条関係）  
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様式第７（第 10条関係）  
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様式第８（第 11条関係）  

 


